
遊休農地流動化促進事業（市事業）

事業内容｜荒廃農地の再生作業（雑木・雑草の除去等）、土づくり、再生農地への作物導入を支援します。

補助率等｜１０アール当り２万７千円以内 （農業振興地域内の農地が対象で、３年以上の作付）

対 象 者｜耕作放棄地を耕作する者（利用権設定が必要です。）

申請窓口｜農業委員会事務局 ℡４１－２８８５

申請期限｜随時受付(着工済みのものは対象外)

〔申請上の注意〕

・支援事業に取組む場合は、資材等を購入する前に、必ず担当者にご相談ください。

・事業ごとに申請期限が異なりますのでご注意ください。

※事業の詳細やご不明な点は、下記にお問い合わせください。

●荒廃農地を解消したい

●地域の特産物づくりにチャレンジしたい

特産物づくりチャレンジ応援事業（市事業）

事業内容｜地域の特産物を生み出すことを目的に、新規作物の導入等に要する経費を支援します。

例：種苗、肥料、土壌改良材等の資材購入費、農産物及び土壌分析等の検査費 等

補助率等｜補助対象経費の２／３以内・補助上限額：１０万円

事業面積が 1,000 ㎡以上のもの。１団体１作物、同一作物での申請は２年目まで可

対 象 者｜農地所有適格法人、認定農業者、認定農業者１名以上を含む農業者グループ

申請期限｜４月末日

【問合せ】 大牟田市役所農林水産課 〒836-8666 福岡県大牟田市有明町 2丁目 3番地

電話 ０９４４－４１－２７５４ FAX ０９４４－４１－２７５６



中高年就農給付事業（市事業）

事業内容｜認定新規就農者(５０歳以上６５歳未満)向けの、就農初期の経営のための交付金です。

補助率等｜年齢に応じ、最大で年１００万円又は７５万円を３年間交付

対 象 者｜認定新規就農者(５０歳以上６５歳未満) ※国の認定新規就農者向け事業利用者を除く

申請期限｜随時受付

経営発展支援事業（国・県事業）

事業内容｜認定新規就農者※(49 歳以下)向けの機械・施設等の導入を支援します。

補助率等｜県支援分の２倍を国が支援（国の補助上限 1/2〔例〕国 1/2、県 1/4、本人 1/4）

補助対象事業費上限 1,000 万円（経営開始資金交付対象者は上限 500 万円）

対 象 者｜認定新規就農者※（49 歳以下） ※ 新規参入者、親元就農者（親の経営に従事してから５年以内に継承した者）

申請期限｜随時受付（取組み計画に応じた事業採択方式）

経営開始資金（国事業）

事業内容｜認定新規就農者※1(49歳以下)向けの、就農初期の経営のための交付金です。

補助率等｜12.5 万円/月（150 万円/年）×最長３年間交付

対 象 者｜認定新規就農者※1(49歳以下)

※１ 新規参入者、親元就農者（親の経営に従事してから５年以内に継承した者）のうち、新規作物の導入等リスクのある取組

みを行う者が対象

申請期限｜随時受付

新規就農支援制度①認定アドバイザー制度（市事業）

事業内容｜地元の先輩農家から栽培技術や農業経営に関する指導・助言を受けられます。

期 間｜最長２年間

対 象 者｜就農前～就農開始後概ね５年以内の者（６５歳未満）

申請期限｜随時受付

新規就農支援制度②用地確保促進費補助（市事業）

事業内容｜新規就農者の農地確保を円滑にするため、優良農地を貸付ける地権者へ協力金を交付します。

補助率等｜１万円／10ａ （定額）

対 象 者｜認定新規就農者で認定から概ね５年以内の者（６５歳未満）が賃借する土地の所有者

申請期限｜随時受付（予算の範囲内）

新規就農支援制度③施設整備費補助（市事業）

事業内容｜新規就農者が行う施設整備（機械購入や施設の設置等）を支援します。

補助率等｜施設等：2/３（上限 650 万円） 機械等：2/3（上限 120万円）

対 象 者｜認定新規就農者で認定から概ね５年以内の者（６５歳未満）

申請期限｜随時受付（予算の範囲内） ※経営発展支援事業の利用者を除く

●新規就農者向けの支援が欲しい



水田農業担い手機械導入支援事業（県事業）

事業内容｜新たな高性能農業機械（田植え機・トラクター・コンバイン等）の導入を支援します。

補助率等｜事業費の１／２以内・農用地区域内で行われる事業で、事業費が 50万円以上のものが対象で

す。また、面積要件があります。

対 象 者｜認定農業者、農業者グループ等

申請期限｜事業実施前年度の８月

●農業機械等を新たに導入したい（水田）

●ハウス等の園芸施設を整備・補修したい

活力ある高収益型園芸産地育成事業（県事業）

事業内容｜先進技術や省力化のための機械・施設の導入を支援します。

補助率等｜認定農業者・認定新規就農者：事業費の１／３以内 営農集団：事業費の１／２以内

農用地区域内で行われる事業で、事業費が 50万円以上のものが対象です。

対 象 者｜認定農業者、認定新規就農者、農業者グループ

申請期限｜事業実施前年度の８月

園芸育成振興事業（市事業）

事業内容｜地域の園芸農業振興のため、ハウス等の園芸施設の設置に要する経費を支援します。

補助率等｜事業費の１／３以内（マルチは資材費の１／５以内）・ 補助上限額５４万円

国・県の補助事業の対象外の新規の施設で、事業面積が２００㎡以上のもの(多孔質マルチは除く)

対 象 者｜認定農業者、認定新規就農者、その他販売を行う農業者

申請期限｜４月末日

●果樹苗木を植えたい

園芸育成振興事業（市事業）

事業内容｜改植及び新植のための果樹苗木購入に要する経費を支援します。

補助率等｜事業費の１／３以内・補助上限額 5万円

国と県の補助事業の対象外で、事業面積が２００㎡以上のもの

対 象 者｜認定農業者、認定新規就農者、その他販売を行う農業者

申請期限｜４月末日

●商品開発や販売に取り組みたい

活力ある高収益型園芸産地育成事業[6 次産業化推進]（県事業）

事業内容｜６次産業化の取組のために必要な施設や機械の整備に要する経費を支援します。

補助率等｜認定農業者：事業費の１／３以内 農業者グループ：事業費の１／２以内

対 象 者｜認定農業者、農業者グループ

申請期限｜事業実施前年度の８月



多面的機能支払交付金（国事業）

事業内容｜農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道や水路等の軽微な補修の共同活動に対する交付金で

す。

補助率等｜交付額は活動内容や面積によって異なります。

対 象 者｜農業者のみで構成される活動組織・農業者及びその他の者（地域住民、団体など）で構成される

活動組織

申請期限｜事業実施前年度の７月末

●イノシシ等による農作物被害を減らしたい

（１）被害防止資材の設置

鳥獣被害防止総合対策交付金[資材貸出]（国事業）

事業内容｜イノシシによる農林産物被害防止のために設置する電気柵等を貸し出します。

補助率等｜３戸以上かつ連単する受益地が必要

８年以上の管理契約等が必要、 受益地の作物・被害量・収量の把握が必要

対 象 者｜農業者、農業者グループ

申請期限｜事業実施前年度の１１月末

有害鳥獣被害防止対策事業[資材購入補助]（市事業）

事業内容｜鳥獣による農林産物被害防止のために設置する電気柵等の購入費用を補助します。

補助率等｜防除用資材費の１／２以内・補助上限額：５万円（ワイヤーメッシュ柵は上限額：10 万円）

対 象 者｜農業者、農業者グループ

申請期限｜１月３１日（予算の範囲内であるため申請期限が早くなる場合があります）

（２）有害鳥獣の捕獲

鳥獣被害防止総合対策交付金[予備講習会補助]（国事業）

事業内容｜新規に狩猟免許を取得するために必要な予備講習会の受講費用を補助します。

補助率等｜事業費の１０／１０以内（ただし、１人につき５，０００円を上限とする）

対 象 者｜市内居住者

申請期限｜予備講習会受講時にご相談ください。

●地域の農地や農業用施設の保全管理をしたい

※これらの事業以外でも、希望する取組内容に応じた国・県の補助

メニューをご紹介できる場合があります。お気軽にご相談ください。
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